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諮問第４７６号 
立川市錦町の温泉動力の装置について 
１ 申請者 株式会社立飛ホールディングス 

２ 目 的   新規宿泊施設の温浴施設へ供給（浴用） 

３ 申請地 立川市錦町地内 

４ 地 目 宅地 

□ 掘削工事の経緯

令和３年２月１日 掘削許可処分

令和３年８月１日 掘削工事完了

□ 温泉の現況

深  度 1,300 メートル 

静 水 位 GL-66.9 メートル 

動 水 位 GL-212 メートル（連続揚湯試験実施時） 

泉 温 37.2 ℃ 

泉 質 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 

□ 申請する動力

出  力 11 キロワット 

吐出口断面積 19.63 平方センチメートル 

吐 出 量 100～195 リットル／分（全揚程 252 メートル） 

□ 揚湯量 67.6 立方メートル／日 

□ 申請地周辺の状況等（図１～３及び写真①～③）

土   地 申請者所有 

周 辺 概 況 ＪＲ南武線西国立駅から西に約 40m。周辺は住宅や病院、

商業施設等が立地する。 

既 存 源 泉 (半径 1km) なし 

水道水源井等 (半径 1km) なし 

湧 水 (半径 1km) あり（図２参照） 

□ 他法令関係 特になし 

□ 可燃性天然ガス対策 動力の装置後、温泉の採取の許可申請予定
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地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

地理院地図（タイル）（国土地理院）を加工して作成 

 

 
 

 

     
   図３ 詳細図（撮影方向）             ①申請地点 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   ②申請地点周辺              ③申請地点周辺 

：規制なし 
揚 湯 量 ：規制なし 

：21 cｍ2 以下 
揚 湯 量：150 m3/日 以下 

：6 cm2 以下 
揚 湯 量：50 m3/ 日以下 

申請地点 

① 

図１ 申請地（広域図） 図２ 周囲１km 付近の様子 

② 

半径１km 

③ 

申請地点 

湧水 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川市錦町の温泉動力の装置について 
（事業者説明資料） 
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1.動力装置設置地点
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2.掘削中の周辺状況

・掘削中の湧水調査を実施し、影響はございませんでした。

・掘削中の近隣苦情などはありませんでした。

3.モニタリング計画
・井戸状況をモニタリングできるよう制御盤に記録計が内蔵されております。

　1分ごとに水位・揚湯量・温度を計測し、モニターに表示致します。

　そして、記録計データを解析し、井戸の状況をグラフ化し、モニタリングしていきます。

　電気伝導率については年２回の温泉設備点検時に測定し、モニタリングする計画です。

　モニタリング状況に変化があった場合は、揚湯量の削減など運用方法の見直しを検討します。
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4.温泉分析結果
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5.可燃性天然ガスの測定結果

・可燃性天然ガス濃度が、環境省の定める基準値を超えている事より、

　ガス分離装置（ガスセパレーター）により可燃性ガス対策を講じた設備計画を致します。
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立川市錦町の温泉動力の装置に係る許可基準の適合状況 

□許可の基準（温泉法第４条第１項各号） 

・温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼさないこと（第１号） 

・公益を害するおそれがないこと（第３号） 

 

基準 本申請の内容 

①温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について 

（平成 17年１月 17日東京都自然環境保全審議会答申） 

制限距離以上を既存源泉からとること。制限距離以内に源泉

が存在する場合は、揚湯量の合計が②に示される量以下であ

ること。 

制限距離：1000 m 

最寄りの既存源泉からの

距離は 1000ｍ以上 

②温泉動力の装置の許可に係る審査基準 

（平成 10年７月１日東京都告示第 724号） 

・吐出口断面積：21 cm2 以下 

・揚湯量：150 ｍ3／日以下 

吐出口断面積：19.63 cm2 

揚湯量： 67.6 ｍ3／日 

③温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて 

（平成 20年９月９日東京都自然環境保全審議会温泉部会決定） 
 

ア 
配慮を要する井戸への影響： 
周辺１km 以内の水道水源井戸又は水道未給水地域におけ

る生活の用に供する井戸 
配慮を要する井戸なし 

イ 
配慮を要する湧水への影響： 
周辺１km 以内で、重要な役割を持つとして区市町村が指

定又は判断する湧水 

湧水あり 
（立川市内６カ所） 
温泉取水層は湧水の透水

層と異なる。また該当する

深度は遮水施工されてい

る。 

 ＜周辺自治体からの申請に対する地下水保全に関する意見＞ 
立川市：地下水及び湧水に影響の無いような適正な工事及び敷地内での雨水浸透促進

を願いたい。 
国立市：矢川や青柳段丘の湧水の水資源への影響がないような対応をお願いします。 
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